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衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
東
京
都
で
緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
て
い
て
も
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
を
開
催
す
る
の
か
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
諸
外
国
と
比
べ
て
遅
れ
て
い
る
こ
と
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
（
以
下
「
予
防
接
種
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
政

府
と
し
て
は
、
「
予
防
接
種
法
及
び
検
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
（
令
和
二
年
十
一
月
十
八

日
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
）
の
趣
旨
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
一
日
で
も
早
く
国
民
の
皆
様
が
安
全
か
つ
有
効
な
予
防
接
種
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
可
能
な
限
り
早
く
国
民
の
皆
様
が
予
防
接
種

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
政
府
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
い
う
。
）
の
開
催
に
つ
い
て
は
、

令
和
三
年
六
月
七
日
の
参
議
院
決
算
委
員
会
に
お
い
て
、
菅
内
閣
総
理
大
臣
が
「
ま
ず
は
、
緊
急
事
態
宣
言
を
解
除
す
る
、

こ
こ
に
全
力
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
選
手
や
大
会
関
係
者
の
感
染
対
策
を
し
っ
か
り
講
じ
、
世
界
か
ら
選
手
が
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安
心
し
て
参
加
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
命
と
健
康
を
守
っ
て
い
く
、
こ
れ
が
大
会
の
前
提
と
考
え
て
お
り
、

そ
う
し
た
こ
と
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
対
策
を
講
じ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
」
及
び
「
具
体
的
な
対
策
と
し
て
は
、

来
日
す
る
大
会
関
係
者
の
ま
ず
人
数
を
絞
り
こ
ん
で
、
こ
れ
当
初
の
半
分
以
下
で
あ
り
ま
す
。
選
手
や
大
会
関
係
者
に
ワ
ク

チ
ン
接
種
、
こ
こ
は
私
自
身
が
訪
米
し
た
と
き
に
、
フ
ァ
イ
ザ
ー
か
ら
こ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会

へ
の
提
供
を
受
け
ま
し
た
の
で
、
そ
う
し
た
中
で
Ｉ
Ｏ
Ｃ
で
提
案
を
す
る
中
で
、
約
八
割
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
行
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
大
会
関
係
者
の
行
動
管
理
を
し
て
、
一
般
の
国
民
と
の
接
触
、
こ
こ
は
防
止
を
し
ま
す
。
入
国

す
る
前
に
検
査
を
二
回
、
入
国
時
に
ま
た
検
査
を
し
、
さ
ら
に
翌
日
か
ら
ま
た
検
査
を
す
る
。
」
と
答
弁
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
ま
た
、
当
該
答
弁
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
「
行
動
管
理
」
及
び
「
検
査
」
に
つ
い
て
は
、
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委

員
会
（
以
下
「
Ｉ
Ｏ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
、
国
際
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
以
下
「
Ｉ
Ｐ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
及
び
公
益
財
団

法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会
（
以
下
「
組
織
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
大
会
に
お

い
て
参
加
者
が
遵
守
す
べ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
上
の
ル
ー
ル
を
同
月
に
取
り
ま
と
め
た
プ
レ
イ
ブ
ッ
ク
（
以

下
「
プ
レ
イ
ブ
ッ
ク
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
プ
レ
イ
ブ
ッ
ク
は
、
専
門
家
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
く

議
論
も
踏
ま
え
ら
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
お
け
る
観
客
に
つ
い
て
は
、
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同
月
二
十
一
日
（
日
本
時
間
）
に
開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ｏ
Ｃ
、
Ｉ
Ｐ
Ｃ
、
組
織
委
員
会
、
東
京
都
及
び
政
府
に
よ
る
五
者
協
議
に

お
い
て
、
「
七
月
十
二
日
以
降
、
緊
急
事
態
宣
言
又
は
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
が
発
動
さ
れ
た
場
合
の
観
客
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
無
観
客
も
含
め
当
該
措
置
が
発
動
さ
れ
た
時
の
措
置
内
容
を
踏
ま
え
た
対
応
を
基
本
と
す
る
」
こ
と
で
合
意
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


